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（別紙２）人材銀行事業

１ 契約相手方の概要

（１）東京
① 受託事業者

名称：株式会社 JMAM チェンジコンサルティング
ジェイマム

代表者氏名：野口晴巳

本社所在地：東京都港区虎ノ門５－１３－１ 虎ノ門 40MT ビル２ F
② 契約金額：１８２，５５５，１００円（税込み）

③ 受託事業者における当該公共サービスの実施体制及び実施方法の概要
求人者の求人ニーズの内容・条件、求職者の職歴・スキル・希望条件等の詳

細を把握しマッチングに努める。特に、求人を待つというスタンスではなく、
積極的に求人開拓を実施する。求人者・求職者に対しては求人充足・再就職決

定を促すとともに、必要に応じてカウンセリングを実施。所長（責任者）以下、
マネージャー、キャリアコンサルタント等の専任スタッフ合計 17 名体制を予定。

少人数高効率を実現するために全スタッフが求職者窓口対応、求人開拓、事務
処理等を行うことのできる体制をとる。

（２）神奈川

① 受託事業者
名称：株式会社 ヴェディオール・キャリア

代表者氏名：大谷光彦
本社所在地：東京都港区港南２－１５－１ 品川インターシティ A 棟 30F

② 契約金額：８１，１１２，５００円（税込み）
③ 受託事業者における当該公共サービスの実施体制及び実施方法の概要

求人者、求職者双方に対して信頼ある適切なコンサルティングと求職者に対
する職業紹介、豊富な企業情報を活かした求人開拓を実施。企業向けに中高年

雇用に関するセミナーを開催し、中高年の効果的な活用方法を提案し、併せて
人材銀行の認知度を高めていく。現地スタッフとして、統括責任者１名、コン

サルタント４名、受付事務１名の計６名体制を予定。コアタイムを考慮したシ
フト制とし、時間帯ごとの来館人数に合わせたサービスを提供。

（３）福岡

① 受託事業者
名称：株式会社 JMAM チェンジコンサルティング

ジェイマム

代表者氏名：野口晴巳
本社所在地：東京都港区虎ノ門５－１３－１ 虎ノ門 40MT ビル２ F

② 契約金額：７０，７１４，３５０円（税込み）
③ 受託事業者における当該公共サービスの実施体制及び実施方法の概要

求人者の求人内容・条件、求職者の経歴・スキル等の詳細条件を把握してマ
ッチングに努める。特に、求人を待つというスタンスから積極的に働きかけて

求人開拓を実施する。求職者の経歴・スキルを踏まえて潜在的需要が見込める
業界等に対して求人開拓を実施。また、求職者へのカウンセリングも実施。所
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長（責任者）以下、副所長、ほか非常勤スタッフ４名の６名体制を予定。少人
数高効率を実現するために全スタッフが求職者窓口対応、求人開拓、事務処理

等を行うことのできる体制をとる。

２ 契約内容（上記(1)～(3)共通）

(1) 民間競争入札対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべ
き民間競争入札対象公共サービスの質に関する事項

① 委託事業の趣旨

甲（対象労働局総務部長。以下同じ。）は、乙（各受託事業者。以下同じ。）に
対し、管理的職業、専門的・技術的職業に係る求人と求職に特化した自己完結型

の無料の職業紹介を行う公共職業安定所の機関である人材銀行における、求人及
び求職の受付等、職業相談、職業紹介及びこれらに付随する業務等（以下「人材

銀行事業」という。）を委託する。

② 委託事業の内容
この契約において乙が履行すべき業務内容は、競争の導入による公共サービス

の改革に関する法律（平成１８年法律第５１号。以下「法」という。）第１４条に
基づき厚生労働大臣が策定する「人材銀行事業民間競争入札実施要項」（以下「実

施要項」という。）及び乙が入札に際し提出した書類で明記されたものとする。

③ 就職促進費
人材銀行の求職者のうち、乙の職業紹介により実施要項１(4)②に定める就職に

至った者の割合（以下「就職率」という。）が単年度毎に１割５分を超える場合、
超える分の就職者数に２万円を乗じて得た額（以下「就職促進費」という。）に１

００分の１０５を乗じた額を支給することができる。

(2) 民間競争入札対象公共サービスの実施期間に関する事項

この契約の期間は、平成 19 年４月１日から平成 22 年４月 30 日までとする。

(3) 公共サービス実施民間事業者が、民間競争入札対象公共サービスを実施するに当
たり、国の行政機関等の長等に対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うため

に必要な措置その他の民間競争入札対象公共サービスの適正かつ確実な実施の確保
のために契約により公共サービス実施民間事業者が講ずべき措置に関する事項

① 委託事業の開始、中止及び終了

乙は、契約期間の初日を委託事業の開始日とし、確実に委託事業を開始しなけ
ればならない。

乙は、やむを得ない事由により、委託事業を中止しようとするときは、あらか
じめ、甲の承認を受けなければならない。

委託事業は、人材銀行の運営については平成 22 年３月末日までとし、利用者の
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満足度等の調査については平成 22 年４月末日をもって終了する。

② 求人者及び求職者の個人情報等の取扱い
乙は、求人者及び求職者の個人情報を収集し、保管し、又は使用するにあたっ

ては、委託事業の実施に必要な範囲内でこれらの個人情報を収集し、並びに当該
情報の収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただ

し、求人者及び求職者の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限
りでない。

乙は、求人者及び求職者の個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じ
なければならない。

上記については、乙が委託事業に関して知り得た法人の情報についても同様と
する。

③ 秘密の保持等

乙及びその役員、従業員等で、委託事業に従事している者又は従事していた者
は人材銀行事業の実施に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

④ 事業従事者に係る取扱い

乙は、従前の人材銀行において国が配置していた常勤職員数を踏まえ、事業を
適正かつ確実に実施できる体制として必要な数の正規雇用の者を専任として配置

しなければならない。
乙は、人材銀行事業に従事する者を労働保険及び社会保険に加入させなければ

ならない。

⑤ 求人者及び求職者に対する公正な取扱い
乙は、サービスの提供について、求人者又は求職者を合理的な理由なく区別し

てはならない。
乙は、人材銀行事業における求人者及び求職者の取扱いについて、人材銀行以

外の場で自らが行う事業の利用の有無により区別してはならない。

⑥ 金品等の授受の禁止
乙は、人材銀行事業において、金品等（事業を進めるために必要な物品として

求人者又は求職者に給付されるものを除く。）を受け取ること又は与えることをし
てはならない。

⑦ 宣伝行為の禁止

乙が行う人材銀行事業により設置される人材銀行の名称は、「○○人材銀行（△
△△受託□□労働局委託事業）」とすることとし、乙及び乙の事業に従事する者は、

当該名称又はそれと誤認される名称を用い、人材銀行事業の業務以外の自ら行う
業務の宣伝に利用すること及び当該自ら行う業務が人材銀行事業の一部であるか

のように誤認させるおそれのある行為をしてはならない。
乙は、人材銀行において、人材銀行以外の場で自らが行う事業の宣伝を行って

はならない。

⑧ 甲との契約によらない自らの事業の禁止
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乙は、人材銀行において、甲以外の者との契約に基づき実施する事業を行って
はならない。

⑨ 求人及び求職情報の活用の禁止

乙は、人材銀行において受理した求人及び求職情報について、自らが運営する
民営職業紹介事業所において活用してはならない。ただし、自らが運営する民営

職業紹介事業所において受理していた求人、求職についてはこの限りでない。

⑩ 記録
乙は、委託事業の実施状況に関する記録を作成し、委託事業を終了し、又は中

止した日の属する年度の翌年度から起算して５年間、保管しなければならない。

⑪ 帳簿、書類等
乙は、委託事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理すること等に

より、委託事業に要した経費を把握するとともに、これに関する帳簿書類を作成
し、委託事業を終了し、又は中止した日の属する年度の翌年度から起算して５年

間、保管しなければならない。

⑫ 権利の譲渡
乙は、委託契約に基づいて生じた権利の全部又は一部を第三者に譲渡してはな

らない。

⑬ 手数料又は報酬の徴収等
乙は、委託事業を実施するに当たっては、求人者又は求職者のいずれからも手

数料又は報酬を徴収してはならない。
乙は、委託事業を実施するに当たっては、求人者又は求職者に対し、委託事業

の内容を構成しない商品その他サービスの利用を勧誘し、又は金品若しくは役務
の提供を要求してはならない。

⑭ 権利義務の帰属

乙は、委託事業の実施が第三者の特許権、著作権その他の権利と抵触するとき
は、その責任において、必要な措置を講じなければならない。

乙は、委託事業の実施状況を公表しようとするときは、あらかじめ、甲の承認
を受けなければならない。

⑮ 再委託

乙は、やむを得ない事情により、あらかじめ企画書において記載した再委託以
外に、委託事業の一部について再委託を行おうとする場合には、再委託先に委託

する業務の範囲、再委託を行うことの合理性及び必要性、再委託先の履行能力並
びに報告徴収その他の運営管理の方法を明らかにした上で、甲の承認を得なけれ

ばならない。
乙は、再委託を行う場合には、再委託先から必要な報告を徴収しなければなら

ない。

⑯ 調査等



- 5 -

乙は、委託事業開始日から起算して１ヶ月を経過するごとに、１ヶ月以内に、
委託事業の実施状況を甲に報告しなければならない。

乙は、委託事業を終了し、又は中止したときは、終了又は中止の日から３ヶ月
以内に、委託事業の実施状況を記載した事業報告書及び収支計算書並びに人材銀

行事業の実施に要した経費に関する報告書を甲に提出しなければならない。
乙は、実施要項１(3)⑤に定める調査を就職者及び求人が充足した事業者につい

て、各月毎に当該件数が５０件以下の場合は全数を、５０件を超える場合は、無
作為に抽出した５０件を対象に実施するとともに、有効期間満了を迎えた求職者

及び求人者について、これらと同数を無作為に抽出して実施しなければならない。
甲は、本事業の適正かつ確実な実施を確保するために必要があると認めるとき

は、乙に対し、人材銀行事業の状況に関し必要な報告を求め、又は人材銀行に立
ち入り、人材銀行事業の実施の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査し、

若しくは関係者に質問することができる。
甲は、本事業を実施するために必要があると認めるときは、委託事業の実施状

況を公表することができる。

⑰ 指示
甲は、乙による委託事業の適正かつ確実な実施を確保するために必要があると

認めるときは、乙に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
人材銀行の求人者及び求職者に対するサービス提供の第一義的な責任は、甲に

帰属するものであることから、甲は、乙に対し、業務運営上必要がある場合に個
別の求人者及び求職者に係るサービス提供状況、個人情報等を提出するよう求め

ることができる。

⑱ 委託契約の解除
甲は、乙が次のいずれかに該当すると認めるときは、委託契約を解除すること

ができる。この場合において、委託契約は、次のいずれかに該当することとなっ
た時点において解除することとする。

一 偽りその他不正の行為により本事業を受託した場合
二 法第１４条第２項第３号又は第１５条において準用する第１０条（第１１号

を除く。）の規定による民間競争入札に参加する者に必要な資格の要件を満たさ
なくなったとき

三 職業安定法（昭和２２年法律第１４１号）第３０条第１項に規定する有料職
業紹介事業に係る許可の取消しを受けたとき又は許可の有効期間が満了したと

き
四 契約に従って人材銀行事業を実施できなかったとき、又はこれを実施するこ

とができないことが明らかになったとき
五 四に掲げる場合のほか、契約において定められた事項について重大な違反が

あったとき
六 法令又は契約に基づく報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒

み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の
答弁をしたとき

七 法令又は契約に基づく指示に違反したとき
八 乙又はその職員その他の人材銀行事業に従事する者が、法令又は契約に違反

して、人材銀行事業の実施に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用したとき
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九 暴力団員を業務を統括する者又は従業者としていることが明らかになったと
き

十 暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していることが
明らかになったとき

⑲ 委託費の返還

前条に該当し、契約を解除した場合には、甲は、乙に対し、委託費（就職促進
費を含む。以下この条において同じ。）の全部又は一部の返還を求めることができ

る。この場合においては、その額につき年１００分の５の割合で、委託費の支給
の日から委託費の返還の日までの日数により計算した延滞金の納付を求めること

ができる。
乙は、委託費の過誤払いがあったときは、それを返還しなければならない。

⑳ 委託契約の解釈

委託契約に関して疑義が生じた事項については、その都度、甲と乙とが協議す
る。

(4) 公共サービス実施民間事業者が民間競争入札対象公共サービスを実施するに当た

り第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し契約により当該公共
サービス実施民間事業者が負うべき責任に関する事項

乙は、本契約を履行するに当たり乙、その役員、職員その他本契約の履行に従事

する者の故意又は過失により第三者に損害を加えたときは、当該損害に対する賠償
の責めに任ずるものとする。この場合において、甲が当該損害に対する賠償の責に

任じたときは、乙は、甲の求償に応じなければならない。ただし、当該損害の発生
が甲の責に帰すべき理由による場合は、この限りでない。


